
不
空
訳
「
仁
王
護
國
般
若
波
羅
蜜
多
経
」

は
じ
め
に

　
筆
者
は
先
に
法
隆
寺
所
蔵
の
不
空
三
蔵
訳
「
仁
王
護
国
般
若
波
羅
蜜
多
経
」
（
以

下
「
仁
王
経
」
と
略
す
）
の
写
経
に
関
す
る
覚
書
の
一
部
を
ま
と
め
た
が
、
本
橋

は
こ
れ
の
続
編
で
あ
る
。
先
の
小
考
で
は
写
経
そ
の
も
の
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、

本
橋
で
は
不
空
の
当
経
翻
訳
の
周
辺
、
特
に
そ
の
政
治
史
上
の
意
味
合
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。

　
周
知
の
如
く
、
不
空
金
剛
は
唐
代
に
中
国
密
教
を
大
成
し
た
北
イ
ン
ド
の
バ
ラ

モ
ン
出
身
の
僧
侶
で
、
鵠
摩
羅
什
・
政
論
・
玄
奘
と
並
び
称
さ
れ
る
訳
経
家
で
あ

る
。
一
方
ま
た
、
玄
宗
・
扉
宗
・
代
宗
三
代
の
潅
頂
国
師
と
し
て
朝
廷
の
厚
い
信

頼
を
受
け
、
僧
籍
に
在
り
な
が
ら
生
前
に
特
追
試
鴻
謎
解
、
開
府
儀
同
三
司
・
粛

國
公
な
ど
の
官
爵
を
授
け
ら
れ
、
死
後
、
司
空
を
贈
ら
れ
る
な
ど
現
世
権
力
と
強

く
結
び
つ
い
た
人
物
で
も
あ
っ
た
。
不
空
か
国
家
権
力
に
急
速
に
接
近
し
て
い
っ

た
の
は
安
史
の
乱
を
契
機
と
し
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
密
教
の
特
つ
加
持
祈
祷
の

呪
術
性
が
、
時
勢
が
ら
朝
廷
に
歓
迎
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
実
際
、
彼
の
呪

願
・
祈
祷
の
力
は
凄
ま
じ
い
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　
さ
て
、
西
明
寺
沙
門
、
円
照
の
撰
し
た
『
貞
元
新
定
標
教
目
録
』
（
巻
十
五
、
總

集
群
経
録
上
之
十
五
、
△
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
目
録
部
所
収
▽
）
は
、
不
空
の

　
「
仁
王
経
」
翻
訳
の
経
緯
を
次
の
如
く
記
し
て
い
る
。

小
者

友
　
　
永

植

　
　
再
譚
仁
王
護
国
般
若
波
羅
蜜
多
極
二
巻
。
右
一
部
二
巻
、
大
興
善
寺
三
蔵
沙

　
　
門
不
空
所
巻
、
此
常
第
四
渾
世
。
此
極
、
自
行
至
唐
、
凡
有
四
譚
、
…
…
一
一
一

　
　
蔵
相
上
昇
覧
行
極
、
校
於
梵
本
。
文
義
脱
略
、
華
夷
語
乖
。
録
表
上
聞
、
再

　
　
請
翻
譚
。
此
郎
第
四
評
世
。
制
目
、
仁
王
極
、
望
依
梵
甲
、
再
譚
梵
文
。
…
…

　
　
時
世
、
水
巻
元
年
四
月
二
日
。
恩
旨
頷
下
、
令
渾
斯
極
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
代
宗
の
永
享
元
年
（
七
六
五
年
）
四
月
に
、
旧
訳
の
不
備
を
理

由
に
不
空
が
再
訳
を
奏
請
し
、
代
宗
が
こ
れ
を
許
し
て
翻
訳
を
命
じ
た
と
い
う
。

水
巻
元
年
は
史
朗
義
が
平
州
に
自
決
し
、
安
史
の
乱
が
終
息
し
た
宝
応
二
年
（
七

六
三
年
）
の
翌
々
年
で
あ
り
、
不
空
が
積
極
的
に
朝
廷
工
作
を
展
開
し
て
い
た
時

期
に
当
た
る
。
「
仁
王
極
」
が
鎮
護
国
家
の
経
典
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
当

経
翻
訳
の
請
願
も
そ
の
一
環
を
な
す
も
の
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

　
不
空
の
朝
廷
工
作
は
常
に
時
局
を
的
確
に
掴
む
こ
と
に
よ
っ
て
成
功
し
て
き
た

と
い
え
る
。
こ
の
度
の
請
願
が
代
宗
の
許
す
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
も
、
そ
れ
が
時

宜
を
得
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
小
論
の
目
的
は
、
朝
廷
が
不
空
の
請
願
を

入
れ
、
訳
極
を
命
じ
た
背
景
を
探
る
こ
と
に
あ
る
。
従
来
、
当
訳
極
に
関
し
て
は

そ
の
事
実
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
訳
極
と
当
時
の
政
治
情
勢
と
の
関
わ

り
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
小
論
に
お
い
て
は
こ
の
点
を
、
特

に
訳
経
に
携
わ
っ
た
人
物
に
着
目
し
な
が
ら
、
検
討
し
て
行
き
た
い
。
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尺
寸
に
尹
ご
落
譜
や
杏
教
詣
な
術
言
１
還
付
僚
友
、

　
、
ヘ
リ
ざ
す
・
に
り
仁
方
肆
凭
や

　
厦
㈲
ヤ
仙
法
ヂ
雪
体
門
仕
玉
万
化
や
瓦

　
個
経
厦
添
―
迂
警
４
ｊ
£
泳
門
良
在
筆
交
鳶
潤
尨

　
釦
絃
＆
高
大
泰
唄
ｔ
俸
門
チ
舶
朔
４

ノ
皆
伐
入
衝
を
１
４
資
を
列
乍
与
輝
訟
４
浅
倚
軋

　
馴
れ
ぐ
衿
研
珪
牙
俸
悶
恚
雪
々
ち
べ

　
側
牡
瓦
次
位
ｙ
↑
鎬
４
華
奮
冷
門
灸
嫡
か
瓦

翻
鮭
大
荷
嘉
明
寺
籐
１
絡
静
４
一
軋

ほ
専
寺
４
門
瀕
寧
ｔ
脊
。
・
上
ご
＼

大
膠
４
今
沸
門
４
休
諧
唄

ぎ
恥
毎
嘩
門
偏
麺
瓦
勤

汪
ｔ
け
れ
肴
馮

呆
循
？
ら
え
疋
装

示
稿
ぎ
エ
リ
訟
拓
炭

夕
円
侍
尚
旧
順
気
れ
團
持
り
Ｉ
‘
恥
駅

月
言
仰
林
洲
汀
絢
４
気
圧
屑
宮
今
ａ
奎
濤
‘
ｔ

齢
拐
剌
蕎

ぶ
政
り
劈
悦
衛
厦
灯
百
八
司
束
昌
影
削
ツ
４
賢
涵

傀
司
右
硯
リ
４
１
哭
弘
司
や
脊
‘
‘
八
グ
ヤ
モ
改
紳
忿

軍
尽
恣
Ｉ
ん
窃
蔵
參
石
丸
肌
ぶ
陽
１
辱
季
伎
瓦
剱
司
渇

%
制
剛
そ
？
岬
、
訥
応

法隆寺蔵「仁王護國般若波羅蜜多経」

-

「
仁
王
経
」
訳
経
関
係
者

　
　
訳
場
列
位

　
　
一
九
九
一
年
五
月
、
大
分

県
立
宇
佐
風
土
記
の
丘
歴
史

民
俗
資
料
館
が
開
館
十
周
年
　
　
渚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
系

紀
念
事
業
と
し
て
「
法
隆
寺
　
　
腎

展
」
を
催
し
た
が
、
こ
の
折
　
　
四

に
不
空
訳
「
仁
王
護
国
般
若
　
　
剔

波
羅
蜜
多
経
」
の
写
経
が
公
　
　
Ｅ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｆ

開
さ
れ
た
。
当
写
経
は
「
法
　
　
Ｆ

隆
寺
一
切
経
」
に
含
ま
れ
る
　
　
１

も
の
で
、
平
安
末
期
に
書
写
　
　
表

さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
写
経

の
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
巻

末
に
訳
場
列
位
が
付
さ
れ
て

お
り
、
訳
経
に
携
わ
っ
た
関

係
者
を
一
覧
で
き
る
こ
と
で

あ
る
。
上
に
掲
げ
て
南
る
写

真
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
訳

場
列
位
は
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
所

収
（
般
若
部
四
）
の
「
仁
王
護
国
般

若
波
羅
蜜
多
経
」
に
は
付
さ
れ
て
な

い
が
、
ほ
ぼ
同
様
の
記
載
が
目
録
部

所
収
『
貞
元
新
定
鐸
教
目
録
』
第
十

五
の
不
空
翻
経
の
項
に
見
え
る
。
下

N(1 関係者 肩　　書・官　　職 訳経職務

１ 不空 大興善寺沙門 訳梵本

２ 法崇 大聖千福法華寺沙門 撹梵本義

３ 良貢 翻経大徳青龍寺主沙門 筆受兼潤文

４ 子隣 翻経大徳大安国寺沙門 潤文

５ 快感 翻経大徳大安固寺兼西明寺上座沙門 誼義

６ 建崇 翻経大徳荷恩寺沙門 誼義

７ 飛揚 翻経大徳大聖干福法華寺沙門 誼義

８ 義崇 翻緩火徳人薦福寺沙門 澄義

９ 潜餌 翻経大徳大興善寺上座沙門 誼義

10 道教 翻経大徳天資聖寺沙門 誼義

11 趙府 翻経大徳人興唐寺沙門 誼義

12 席概 翻経大徳天保壽寺沙門 誼義

13 蹄性 翻経大徳西明寺都維那沙門 誼義

14 無言 翻経大徳大興善寺主沙門 鐙義

15 慧静 翻経大徳西明寺沙門 鐙義

16 圓寂 保壽寺沙門 梵音

17 道林 犬興唐寺沙門 讃唄

18 超順 宗福寺沙門 校勘

19 程華 縁坐 寫
20 羅文晟 装満 装

21 弘照 崇福寺宝沙門 検校

22 馬奉献 内侍省内閣上柱国 典

23 楊利益 儒林郎行内省披庭局宮教博士員外置同正員外 判官

24 駱奉仙 特進右装衛大将車上柱園東陽郡開園公 副使

25 魚報恩
開府儀同三司兼左監門衛大将軍価兼知處置神策軍兵馬事
知内侍省事内飛龍厩内弓箭等使上柱國馮媚郡開國公

使

の
表
１
は
写
経
の
訳
場
列
位
と
『
貞
元
新
定
稗
教
目
録
』
の
記
事
を
対
校
さ
せ
整

理
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
訳
経
人
事
の
特
色

　
表
１
に
よ
る
と
、
当
訳
経
は
翻
訳
実
務
に
従
事
す
る
僧
侶
組
織
（
Ｉ
～
2
1
）
と

事
業
を
統
轄
す
る
官
僚
組
織
（
2
2
～
2
5
）
と
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
如
く
で
あ
る
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が
、
先
ず
以
っ
て
関
心
を
引
か
れ
る
の
が
、
そ
の
統
轄
組
織
が
代
宗
朝
の
権
臣
魚

朝
恩
を
始
め
と
す
る
内
宮
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
訳
経
は
国
家

事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
の
が
一
般
で
あ
り
、
訳
経
に
当
た
っ
て
ば
何
ら
か
の
肩
書

で
官
僚
が
参
与
し
、
こ
れ
を
取
り
仕
切
っ
た
が
、
内
宮
の
参
与
は
何
分
に
も
異
色

の
倍
加
強
い
。
そ
こ
で
、
唐
朝
の
過
去
の
訳
経
事
業
に
照
ら
し
、
こ
の
内
宮
参
与

の
問
題
を
検
対
し
て
み
よ
う
。
次
頁
の
表
２
は
『
貞
元
新
定
釈
教
目
録
』
也
の
史

料
か
ら
、
永
泰
元
年
以
前
の
訳
経
事
業
で
官
僚
の
参
与
が
認
め
ら
れ
る
も
の
を
抽

出
し
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
訳
経
に
携
わ
っ
た
官
僚
の
殆
ど
が
文
官
で
、
氏
名
が
確
認
で

き
る
も
の
三
十
八
名
の
内
、
十
八
名
（
約
四
七
％
）
が
職
事
宮
三
品
以
上
、
三
十
三

名
（
約
八
六
％
）
加
五
品
以
上
で
あ
り
、
統
轄
職
と
見
ら
れ
る
「
監
護
」
　
・
「
監
渾
」

に
関
し
て
は
、
就
往
者
十
二
名
の
内
、
八
名
（
約
六
六
％
）
が
三
品
以
上
、
十
名
加

五
品
以
上
（
約
八
三
％
）
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
不
空
以
前
の
訳
経
に

関
し
て
は
、
高
級
文
臣
官
僚
の
参
与
が
一
般
的
で
あ
っ
た
如
く
で
あ
る
。

　
嘗
っ
て
、
高
宗
が
太
子
弘
（
中
宗
）
の
た
め
に
太
慈
恵
寺
で
天
資
を
催
し
た
折
、

黄
門
侍
郎
蔀
元
超
と
中
書
侍
郎
李
義
府
加
訳
経
事
業
を
輝
か
し
め
る
徳
に
つ
い
て

玄
奘
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
玄
奘
は
「
訳
経
、
位
は
憎
に
在
る
と
雖
も
、
光
價
は
終

に
朝
貴
に
憑
る
」
と
答
え
て
、
前
朝
の
事
例
を
挙
げ
る
と
と
も
に
、
貞
観
初
の
波

羅
頗
迦
羅
蜜
多
羅
の
訳
経
に
当
っ
て
、
太
宗
が
左
僕
射
房
玄
齢
・
趙
郡
王
李
孝
恭
・

太
子
農
事
杜
正
倫
・
太
府
卿
蕭
璋
に
命
じ
、
こ
れ
を
監
関
せ
し
め
た
事
実
を
指
摘

し
、
太
慈
恵
寺
の
訳
経
に
も
同
様
に
朝
廷
貴
臣
の
参
与
を
要
請
し
た
と
い
う
。
訳

経
事
業
へ
の
官
僚
の
参
与
は
、
そ
れ
が
高
級
官
僚
に
し
て
始
め
て
意
味
を
持
っ
た

わ
け
で
あ
る
。

二
　
訳
経
統
轄
者

　
唐
朝
に
お
け
る
前
例
か
ら
し
て
、
訳
経
事
業
へ
の
内
宮
の
参
与
は
や
は
り
異
例

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
判
っ
た
。
で
は
、
何
故
に
今
回
に
限
り
魚
朝
恩
以
下
の

内
宮
が
起
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
次
に
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
訳
場
の
問
題

　
内
宮
と
今
回
の
訳
経
を
結
び
付
け
る
因
子
と
し
て
は
、
先
ず
訳
場
の
問
題
が
指

摘
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
前
掲
写
経
の
訳
場
列
位
の
始
め
に
、
「
大
唐
永
泰
元
年

四
月
十
五
日
、
奉
詔
、
於
人
明
言
内
道
場
譚
畢
、
三
蔵
」
と
あ
っ
て
、
今
回
の
訳

経
は
人
明
言
の
内
道
場
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
内
道
場
と
は
内
廷

に
設
け
ら
れ
た
宗
教
法
会
の
道
場
で
、
皇
室
の
私
的
仏
堂
・
道
観
的
施
設
で
あ
り
、

唐
代
で
は
武
后
朝
以
降
盛
ん
に
こ
こ
で
仏
事
が
催
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
人
明

言
は
長
安
宮
城
の
東
北
に
連
な
る
客
死
で
、
高
宗
以
降
宮
城
の
低
湿
な
る
を
嫌
っ

て
、
こ
こ
に
居
を
移
し
た
。
訳
経
が
こ
の
大
明
言
で
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
、
内
宮
が
事
業
の
統
轄
を
命
じ
ら
れ
た
と
し
て
も
異
と
す
る
に
足
る
ま
い
。

　
た
だ
、
前
掲
表
２
を
見
る
と
、
武
后
朝
か
ら
容
宗
朝
に
か
け
て
の
賓
叉
難
陀
や

義
浄
の
訳
経
は
、
東
都
人
内
人
遍
空
寺
・
東
都
内
道
場
・
大
内
佛
光
寺
な
ど
、
大

内
（
内
廷
）
の
施
設
で
行
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
も
文
官
が
こ

れ
に
参
与
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
今
回
の
訳
場
の
問
題
が
内
宮
参

与
の
決
定
要
因
で
あ
っ
た
と
は
断
じ
得
ま
い
。

　
　
不
空
と
魚
朝
恩
の
関
係

　
次
に
考
え
ら
れ
る
因
子
は
、
内
宮
、
就
中
統
轄
責
任
者
で
あ
る
魚
朝
恩
と
訳
主

不
空
と
の
個
人
的
関
係
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
夙
に
山
崎
宏
氏
の
研
究

か
お
り
、
不
空
が
魚
朝
恩
他
の
内
・
外
廷
に
実
権
を
振
る
っ
た
内
宮
の
巨
頭
と
関

係
を
結
び
、
そ
れ
を
絆
に
朝
廷
の
絶
大
な
信
頼
を
獲
得
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
『
善
唐
書
』
巻
一
八
四
、
魚
朝
恩
伝
に
、

　
　
廣
徳
元
年
、
西
蕃
人
犯
京
畿
、
代
宗
幸
侠
。
時
禁
軍
不
集
、
徴
召
離
散
。
比

　
　
至
華
陰
、
朝
恩
大
軍
濾
至
迎
奉
。
六
師
方
振
、
言
是
深
加
寵
異
。
敗
将
天
下

　
　
観
軍
容
宣
慰
處
置
使
。
時
四
方
末
寧
、
萬
務
事
殷
、
上
方
注
意
熱
臣
。
朝
恩

　
　
専
典
神
策
軍
、
出
入
禁
中
、
賞
賜
無
算
。
朝
恩
本
凡
劣
、
情
熱
自
我
、
扉
所
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表２　康代の訳経事業と官僚の参与

皇帝 年代 訳主 経　典 訳　場 訳場役職 官僚 官　職 官　品 出　典

太宗 直観３
波羅頗迦
羅蜜多羅

賓星陀羅尼経 大興善寺 参助詮定 房玄齢
上柱國尚書左僕
射邦國公

従２品
①巻11④巻３

参助詮定 批正倫 散騎常侍太子放
事

正３品

参助詮定 李光恭 礼部尚書趙郡王 正３品

総知監護 蕭憬 右光禄大夫大府
卿蘭陵男

従２品

高宗 顕慶１
以降

玄奘 顕慶元年以降に
翻訳した経典

大慈恵寺 看閲・潤色 于志寧 左僕射 従２品 ①巻12
②

③第８

④巻４

看閲・潤色 未済 中書令 正３品

看閲・潤色 許敬宗 腰部尚書 正３品

看閲・潤色 酵元超 黄門侍郎 正４品上

看閲・潤色 孝義府 中書侍郎 正４品上

武后 鐙聖ｌ
　Ｓ

久視１

宵叉難陀 大方廣佛華厳経
ほか19部

東都大内大遍空寺
三陽宮ほか

監護 費贋福 太子中舎人 正５品下 ①巻13

武后 長安３ 義浄 金光明最勝王経
ほか20部

東都福先寺
西京西明寺

監護 許観 成均監(國子監)
大学教授

従７品上
①巻13
⑤巻１

中宗 神能１ 義浄 大孔雀呪王経・
佛総勝光天子説
王法経・香王菩

薩陀羅尼呪経・
一切功徳荘厳王

経

東都内道場
大福先寺

潤文正字 崔渥 兵郎侍郎 正４品下
①巻13
⑤巻１

潤文正字 盧粟 給事中 正５品上

監護 楊情交 秘書犬監駅馬都
尉観國公

従３品

申宗 神能３ 義浄
薬師琉瑞光七佛
本願功徳経

大内彿光殿 筆受 中宗 (皇帝) ①巻13 ・

⑤巻１

申宗 景肥４ 義浄 浴像功徳経ほか 大薦福寺 次文潤色 李鴫 修文館大學士特

進趙國公

正２品
①巻13
⑤巻１

次文潤色 章嗣立 兵部尚書逍遥公 正３品

次文潤色 趙彦昭 中書侍郎 正４品上

衣文潤色 盧蔵用 史郎侍郎 正４品上

次文潤色 張説 兵部竹部 正４品下

次文潤色 李又 中書舎人 正５品上

次文潤色 蘇贈 中書舎人 正５品上

監譚 章巨源 左僕射舒國公 従２品

監譚 蘇瑞 右僕射許國公 従２品

監護 李巴 秘舎人監嗣被王 従３品

省宗 景雲２ 義浬 搦讃如来功徳禅
院経ほか12部

大薦福寺 監護 酢崇胤 太常卿衛國公 正３品 ①巻13 ・

⑤巻１

中宗
宵宗

神能２
　Ｓ

先天２

菩提流志 大官積経 内佛光殿

北苑白蓮花亭
大内甘露殿

筆受 中宗 (皇帝) ①巻14

潤色 徐堅 太子故事東海郡
公

正３品

潤色 孝博 邨王 正Ｉ品

潤色 盧栞 固安伯 正４品上

潤色 盧蔵用 尚書右承（丞）
東海男

正４品下

潤色 蘇所 中書舎人舒王男 正５品上

潤色 彭景直 礼部郎中 従５品下

潤色 王増 左補閤祁県男 従７品上

潤色 顔温之 大府丞 従６品上

潤色 賀知章 太常博士 従７品上

監譚 陸象先 中書侍郎平輿侯 正４品上

監譚 魏知古 侍中矩鹿公 正３品

監護 藤崇胤 前太常卿 正３品

監護 揚仲嗣 通事舎人弘長男 従６品上

出典:①T貞元新定糟教目録」②「大唐故三蔵玄奘法師行状」③『大慈恩寺三蔵法師傅』④『績高僧傅』⑤「宋高僧傅」
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忌
憚
。

と
あ
っ
て
、
魚
朝
恩
は
侠
州
に
代
宗
を
奉
迎
し
て
よ
り
恩
寵
を
賜
う
こ
と
著
し
く
、

そ
の
勲
功
と
神
策
軍
の
軍
事
力
を
侍
み
に
、
朝
堂
に
お
い
て
忌
憚
す
る
と
こ
ろ
が

な
か
っ
た
と
い
う
。
彼
は
代
宗
が
「
仁
王
経
」
の
序
文
に
、
「
開
府
朝
恩
、
許
國
以

身
、
蹄
佛
以
命
」
と
評
す
如
く
、
熱
心
な
仏
教
信
奉
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
既
に
不

空
と
の
関
に
親
密
な
る
関
係
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
何
者
を
も
憚
ら
ぬ
権
勢

を
以
っ
て
不
空
の
訳
経
の
請
願
を
成
就
さ
せ
、
自
ら
そ
れ
を
指
揮
す
る
に
及
ん
だ

で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
は
成
り
立
か
な
く
も
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
塚
本
氏
が
不
空
・
魚
朝
恩
結
託
の
論
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、

魚
朝
恩
が
水
巻
元
年
四
月
に
当
訳
経
を
統
轄
し
、
同
年
九
月
に
西
明
寺
・
資
聖
寺

で
の
百
尺
高
座
の
た
め
「
仁
王
経
」
を
護
送
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
塚
本
氏

は
こ
の
事
実
を
両
者
の
関
係
の
所
産
と
見
た
の
か
、
或
は
発
端
と
見
た
の
か
、
説

明
が
無
い
の
で
解
し
か
ね
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
事
実
の
み
を
以
っ
て

両
者
の
結
託
を
立
証
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
些
か
強
引
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
水
巻
元
年
以
前
に
お
い
て
は
、
両
者
の

個
人
的
関
係
を
窺
わ
せ
る
事
実
は
見
い
出
し
得
な
い
。
上
述
の
如
く
、
魚
朝
恩
が

訳
経
の
時
点
で
既
に
仏
教
を
厚
く
信
奉
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
以
前

に
お
い
て
彼
が
不
空
と
接
触
し
て
い
た
可
能
性
を
否
定
は
で
き
な
い
が
、
何
分
憶

測
の
城
を
出
な
い
。
要
す
る
に
、
史
料
に
よ
る
限
り
、
魚
朝
恩
と
不
空
の
つ
な
が

り
は
、
少
な
く
と
も
訳
経
以
前
に
お
い
て
は
認
め
難
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
訳
経
統
轄
の
「
使
」
魚
朝
恩
と
「
副
使
」
駱
奉
仙

　
次
に
統
轄
組
織
の
成
員
個
々
に
つ
い
て
訳
経
と
の
関
わ
り
を
探
っ
て
み
た
い
。

統
轄
組
織
は
正
使
の
魚
朝
恩
、
副
使
の
駱
奉
仙
、
判
官
の
楊
利
益
、
典
の
馬
巻
厭

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
内
宮
の
事
績
は
史
籍
に
残
り
に
く
い
の
で
あ
る
が
、

幸
い
使
・
副
の
魚
朝
恩
と
駱
巻
仙
は
列
伝
他
の
史
料
か
ら
人
物
像
や
足
跡
を
窺
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
、
彼
ら
を
対
象
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
、
先
ず
両
者

の
経
歴
を
列
伝
の
上
か
ら
を
見
て
み
る
に
、
次
真
の
表
３
の
如
く
で
あ
縦
゜

　
こ
の
賂
年
譜
に
よ
る
と
、
魚
朝
恩
・
略
章
仙
と
も
に
安
史
の
乱
を
契
機
に
権
勢

を
仲
長
さ
せ
て
い
っ
た
如
く
で
あ
り
、
不
空
の
朝
廷
接
近
の
足
取
り
と
軌
跡
を
一

に
す
る
点
は
興
味
深
い
。
さ
て
、
両
者
の
経
歴
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
仁

王
経
」
翻
訳
の
前
後
に
お
い
て
、
両
者
が
と
も
に
僕
国
憤
恩
を
巡
る
一
連
の
事
件

に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
件
と
は
、
朔
方
節
度
使
卵
子
儀

の
下
で
、
安
史
の
乱
鎮
定
の
た
め
に
奮
戦
し
た
鉄
勒
卵
の
武
将
僕
固
憤
怒
が
、
乱

が
終
息
す
る
や
朝
廷
と
反
目
し
、
回
屹
を
誘
っ
て
謀
叛
に
及
ん
だ
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
事
件
と
魚
朝
恩
・
略
奉
加
と
の
関
わ
り
を
今
少
し
詳
し
く

見
て
み
よ
う
・
参
考
の
た
め
ヽ
事
件
の
経
緯
を
年
表
形
式
で
整
理
し
後
に
掲
げ
加
゜

な
お
、
こ
の
事
件
の
禍
機
は
安
史
の
乱
に
胚
胎
す
る
と
い
っ
て
よ
く
、
従
っ
て
年

表
で
は
乱
の
勃
発
ま
で
遡
っ
て
事
件
を
収
録
し
た
。

　
こ
の
事
件
は
、
有
意
元
年
十
一
月
に
僕
国
頭
恩
が
史
朝
義
の
降
将
を
専
断
で
安

堵
し
た
こ
と
を
、
河
東
節
度
使
辛
雲
京
・
洋
品
節
度
使
李
抱
玉
が
「
憤
恩
威
心
あ

り
」
と
し
て
朝
廷
に
上
表
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
。
朝
廷
の
憤
怨
へ
の
懐
疑
は
、

翌
廣
徳
元
年
七
月
の
辛
雲
京
と
憤
恩
の
確
執
を
契
機
に
一
挙
に
深
ま
っ
た
が
、
こ

の
一
件
に
深
く
関
わ
っ
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
略
章
仙
で
あ
っ
た
。
『
資
治
通
鑑
』
（
以

下
『
通
鑑
』
と
略
す
）
巻
二
二
三
、
代
宗
廣
徳
元
年
の
条
に
、

　
　
秋
七
月
…
…
初
僕
固
報
恩
受
詔
、
誼
ハ
回
屹
可
汗
相
見
於
大
原
。
河
東
節
度
使

　
　
辛
雲
京
、
以
可
汗
乃
報
恩
増
、
恐
其
合
謀
襲
軍
府
。
閉
城
自
守
、
亦
不
稿
師
。

　
　
及
史
朝
義
既
平
、
詔
報
恩
送
可
汗
出
家
。
往
来
過
大
原
。
雲
京
亦
閉
城
、
不

　
　
誼
ハ
相
聞
。
憤
恩
怨
、
具
表
具
状
、
不
報
。
憤
恩
将
朔
方
兵
敬
莫
屯
沿
州
。
使

　
　
典
子
御
史
大
夫
場
将
莫
大
屯
旅
次
。
神
将
李
光
逸
等
屯
祈
絲
。
李
憤
光
等
屯

　
　
皆
州
。
張
維
嶽
等
屯
沁
州
。
…
…
中
使
略
章
仙
至
大
原
。
雲
京
厚
結
之
、
具

　
　
言
憤
恩
誼
ハ
回
絃
連
謀
、
反
状
已
露
。
章
抽
選
過
憤
恩
。
憤
恩
典
飲
於
母
前
。

　
　
母
敬
譲
章
仙
日
、
汝
誼
ハ
吾
兄
釣
具
兄
弟
、
今
父
親
雲
京
、
何
両
面
也
。
酒
醍
、

　
　
信
恵
起
舞
。
章
加
贈
以
纏
頭
採
。
憤
懇
談
酬
之
日
、
来
日
端
午
、
富
更
楽
談

　
　
一
日
。
章
仙
国
語
行
。
憤
怒
匿
典
馬
。
奉
加
謂
左
右
日
、
朝
来
責
我
、
又
匿

　
　
我
馬
、
将
殺
我
也
。
夜
瞳
恒
河
走
。
憤
怨
驚
、
濾
以
具
馬
追
選
之
。
八
月
突
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末
、
率
仙
至
長
安
、
奏
頑
愚
謀

　
　
反
。
憤
怨
亦
具
奏
其
状
、
請
洙

　
　
雲
京
率
仙
。
上
南
無
所
問
、
優

　
　
詔
和
解
之
。
…
…
九
月
壬
戌
、

　
　
上
遣
裴
道
産
、
詣
頑
愚
諭
旨
、

　
　
且
察
其
去
就
。

と
あ
っ
て
、
前
年
以
来
、
僕
固
頑
愚

の
動
向
に
不
信
を
抱
く
辛
雲
京
が
、

中
使
勝
奉
伺
を
取
り
込
ん
で
頑
愚
の

謀
反
を
奏
上
さ
せ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
八
月
突
未
の
条
の
考
異
に
「
宵

録
、
突
末
、
憤
怒
旋
師
、
次
于
沿
州
、

逗
留
不
進
。
監
軍
使
勝
率
伺
以
聞
」

と
あ
り
、
下
の
表
３
に
も
見
え
る
如

く
、
勝
率
仙
は
頑
愚
の
監
軍
使
と
し

て
そ
の
軍
事
行
動
を
監
察
す
る
任
務

を
帯
び
て
い
た
。
征
討
軍
の
中
核
を

な
す
頑
愚
軍
の
動
向
は
、
軍
事
行
動

全
体
の
帰
趨
を
左
右
す
る
だ
け
に
、

皇
帝
の
信
任
厚
い
勝
奉
伺
が
監
軍
使

と
し
て
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

表３　魚朝恩・略章仙略年譜

皇　帝 時　代 魚朝恩の事績 駱奉仙の事績

玄　宗

粛　宗

代　宗

天資14

天資末

至徳１

至徳中

同　２

乾元１

同　２

資護１

康徳１

　同

同　２

水巻１

水巻中

火暦５

大勝末

安禄山叛す。

以宦者人内侍省　　（善唐書）

禄山、洛陽・長安を攻略。玄宗

蜀に蒙塵。粛宗、痘武に即位。

常命監軍事。　　　（薔唐書）

京師平、賜三宮楡貴使、以左監

門衛将軍、知内侍省事。

　　　　　　　　　　　（唐　書）

九節度討安産緒於相州、不立統

帥､以朝恩賜観軍容宣慰處置使。

……以功累加左監門衛大将軍。

　　　　　　　　　　　（茸唐書）

史忠明攻洛陽、朝恩以神策兵屯

侠。……洛陽平、徒屯作州加開

府儀同三月、封馮測郡公。

　　　　　　　　　　　（唐　書）

史忠明、平州に自決し、安史の

乱終焉す。

西蕃人犯京畿、代宗幸映。時禁

軍不集、徴召離散、比至華陰。

報恩大軍濾至迎奉、六師方振、

圧延深加寵異。敗将天下観軍容

宣慰處置使。　　　（暮唐書）

僕固場〔僕固懐恩の男〕攻紐州

……誘回乾陥河陽、朝恩遣李忠

誠討珊、･……敗場於萬泉

　　　　　　　　　　　（唐　書）

不空、「仁王径」翻訳す。

詔判國子監兼鴻櫨濃賓内飛龍閉

厩使封鄭國公。　　（唐　書）

雄径庭卒。　　　　　（善唐書）

※三原人。歴右腕衛大将軍。敷
従帝討伐、尤見倖。（時期不明）

　　　　　　　　　　（唐　書）

監僕固懐思軍者、奉先（仙）詩思
貪甚。懐思不平。脱而惺其諧、

遂叛。　　　　　　　（唐　書）

事（僕固懐思の叛乱）平、擢奉

先（仙）軍容使｡掌畿内兵糧｡……
以吐蕃数驚京師、始城郭。以奉

先（仙）爾使。　　　（唐　書）

累封任国公､監鳳翔軍。（時期不

明）　　　　　　　（唐　書）

卒。　　　　　　　　（唐　書）

う
。
と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
監
軍
使

と
は
節
度
使
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
恣
意
的
行
動
を
制
肘
さ
れ
る
目
障
り
な
存
在

で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
駱
奉
仙
は
特
に
「
侍
恩
賞
甚
」
と
い
う
か
ら
、
僕
固
報
恩

の
「
不
平
」
が
如
何
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。

　
さ
て
、
安
史
の
乱
最
後
の
攻
防
に
お
い
て
、
神
策
軍
を
率
い
征
討
軍
の
殿
軍
と

し
て
活
躍
し
た
の
が
魚
朝
恩
で
あ
っ
た
。
朝
恩
は
、
僕
固
報
恩
が
朝
廷
の
懐
疑
を

蒙
っ
て
河
東
に
駐
留
し
て
い
た
間
、
吐
蕃
の
侵
攻
に
よ
り
侠
州
に
蒙
塵
し
た
代
宗

を
奉
迎
し
、
こ
の
功
を
機
に
天
下
観
軍
容
宣
慰
處
置
使
を
賜
っ
て
禁
軍
を
統
轄
す

る
と
と
も
に
、
代
宗
の
依
寡
を
侍
ん
で
朝
堂
お
い
て
権
勢
を
檀
に
す
る
に
至
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
前
掲
『
首
唐
書
』
朝
恩
伝
は
、
観
軍
容
宣
慰
處
置
使
就
任
の
記
事
の

後
に
、

　
　
時
卵
子
儀
頻
立
大
功
、
富
代
無
出
典
右
。
朝
恩
妬
其
功
高
、
雁
行
間
諜
。
子

　
　
儀
感
心
奉
上
、
殊
不
介
意
。
唯
宗
英
悟
、
精
察
其
心
。
故
朝
恩
之
間
不
行
。
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表４　安史の乱と僕固懐恩の事蹟

皇帝 年号 西暦 月 事　　　　　件 出典

玄宗 755 11 安縁由（芭陽節度使）叛す。 217

11 高仙之（右金石大将軍）副元帥拝命、東征。 217

12 班舒翰（河西朧右節度）副元帥拝命。 217

12 朔方節度郭子儀・左兵馬使李光弼・左武鋒使僕国情恩、禄山に抵抗。 217

潔宗 至徳１ 756 １ 李光弼、河東節度使拝命。 217

１ 安禄山、東京洛陽を攻略、政権樹立（大燕）。 217

６ 班舒翰、禄山に投降。 218

６ 玄宗蒙塵。楊国志・揚貴妃被殺。縁由軍、長安に入城。 218

７ 唯宗、痘武に即位。玄宗、成都到着。郭子儀軍、霞武に入る。 218

８ 恚宗、僕固懐恩を使者とし、回乾に来援を要請。 218

至徳２ 757 １ 安座緒、縁由を殺害、帝位を簒奪。 219

９ 卵子儀、回屹の援兵を率い、西京を回復。 220

10 卵子儀・回総軍、洛陽を回復。安産緒、河北に奔る。 220

10 誰宗、西京に入る。 220

12 史忠明、朝廷に降り、落陽節度使を安堵さる。 220

乾元１ 758 ９ 郭子儀・光弼・懐恩、９節度20万の軍を以って安慶緒を鄭を攻む。 220

９ 魚朝恩、安慶緒招討軍の観軍容宣慰処置使を拝命。 220

乾元２ 759 ３ 史忠明、安廃絶を応援す。官軍、忠明軍と交戦し潰乱。子儀、河陽に撤退。 221

３ 忠明、郵に入り、慶緒を殺す。子儀、東畿・山東・河東諸道元帥榎知東京留守。 221

４ 史忠明、大燕皇帝を自称。 221

７ 王思禧、河東節度を兼任。辛雲京、代州節度（現職）。懐恩、朔方節度副使拝命。 221

９ 史忠明軍、洛陽に入る。李光弼、河陽に退き固守。 221

上元１ 760 １ 党項、京師に迫る。 221

閑４ 史忠明、東京に入る。 221

９ 卵子儀を派遣しての落陽攻略・河北平定案、魚朝恩の反対で実現せず。 221

上元２ 761 １ 安史の乱、始めて江淮に及ぶ。 222

３ 史忠明、長安侵攻途上、史朝義に殺さる。朝義、皇帝に即位。 222

４ 光弼、河南副元帥・都統河南淮南東西山南刑南江南西浙江東西８道行菅節度拝命。 222

８ 李光弼、河南の行菅に赴く。 222

代宗 官庖１ 762 ２ 河東節度王思綴苑す。代州刺史辛雲京、河東節度使拝命（牙軍擁立）。 222

２ 卵子儀、旬朔方河中北庭渾鰯節度行偕兼興平定同等軍副元帥を拝命。 222

４ 誰宗崩御。李輔國・程元振、代宗を擁立。 222

７ 子儀、都知朔方河東北庭鰯儀渾沁陳鄭等節度行営及興平等軍副元帥を拝命。 222

10 擁王を元帥に任じ、諸道及び回総の兵を会し、史朝義を討つ。 222

10 朔方節度使僕固懐恩、領諸軍節度行螢、擁王の副となる。 222

10 朝義、東に奔る。僕固懐恩等（神策観軍容使魚朝恩奮戦）東京・河陽を回復。 222

11 河北の魏博・易定、官軍に降る。 222

11 李抱玉（深海）・辛雲京（河東）、懐恩の専断を懐疑し、上表。 222

11 子儀、懐恩に副元帥を譲る。懐恩、河北副元帥を拝命。 222

宣言２ 763 １ 足湯節度李懐仙、官軍（中使駱奉仙）に降ろ。明義、平州温泉柵で自決。 222

閉１ 河北の降将を安堵。 222

３ 李光弼、前車の反乱を平定。 222
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皇帝 年号 西暦 月 事　　　　　件 出典

廣徳１ 763 ７ 吐蕃侵攻し、河西・蒙右の地を取る。 223

７ 懐恩、太原で辛雲京と確執、河東藩内に朔方の兵を駐屯。 223

８ 中使（監軍使）駱奉仙、河東より還り、懐恩の謀反を奏す。 223

10 吐蕃、長安に迫る。代宗、侠州に蒙塵。魚朝恩、映より来迎。代宗、映に入る。 223

10 吐蕃、長安に入り、王守漕の孫承宏を皇帝に擁立。 223

10 邦子儀、商州に在る六軍の潰兵を収め、長安に軍を派す。吐蕃頓去す。 223

12 代宗、長安に帰還。 223

12 魚朝恩、天下取軍容宣慰處置使を拝命し、禁軍を統べ、槽寵類無し。 223

12 駱奉仙√耶県築城使を拝命し、耶県・中澗橋の吐蕃防衛軍を率いる。 223

廣徳２ 764 １ 代宗、懐恩を以って憂いとなす（←漫州別駕李賞真、懐恩の異志有るを奏す）。 223

１ 懐恩、子の僕圃場をして太原を攻撃し敗れ、次いで楡次を囲む。 223

１ 子儀、間内河東副元帥河中節度使を拝命、河東鎮撫に赴く。次いで朔方節度。 223

２ 僕圃場、楡次包囲中、部下に攻殺さる。懐恩、庵下300を率い霊武に奔り、入城。 223

２ 子儀、沿州に至り、憤怨の軍を収める。 223

６ 懐恩の河北副元帥朔方節度使を解き、入朝を促すも従わず。 223

７ 懐恩、回乾・吐蕃10万を引き、湿原に入寇。子儀、奉天に鎮す。 223

９ 子儀、北道邨寧漆原河西以来通和睦蕃使を拝命。 223

10 懐恩、回乾・吐蕃を引き、奉天に迫る。京師戒厳。 223

10 河西節度楊志烈、窪武を攻撃。懐恩、霊武に還る。 223

永泰１ 765 ９ 懐恩、回絃・吐蕃・吐谷渾・党項・奴刺数10万を誘い、入寇。 223

９ 懐恩、中途にわかに疾し、意武への帰途、鳴沙にて死す。 223

と
記
し
、
朝
恩
が
卵
子
供
の
功
績
を
妬
み
、
予
儀
の
陥
れ
を
は
か
っ
た
こ
と
を
伝

え
て
い
る
。
今
、
そ
の
具
体
的
な
事
例
を
『
通
塗
』
に
徹
す
に
、
巻
二
二
Ｉ
、
乾

元
二
年
七
月
の
条
に
、

　
　
観
軍
容
使
魚
朝
恩
、
悪
卵
子
儀
。
因
其
敗
、
短
之
於
上
。
秋
七
月
、
上
召
予

　
　
供
、
選
京
師
。
以
李
光
弼
代
将
朔
方
節
度
使
兵
馬
元
帥
。

と
あ
り
、
乾
元
二
年
三
月
に
郭
子
儀
以
下
九
節
度
よ
り
或
る
安
慶
緒
征
討
軍
が
史

恩
明
に
よ
っ
て
潰
乱
せ
し
め
ら
れ
た
事
件
で
、
征
討
軍
の
観
軍
容
宣
慰
処
置
使
で

あ
っ
た
朝
恩
が
、
こ
の
敗
戦
を
以
っ
て
子
儀
を
誹
滴
し
、
朔
方
節
度
使
及
び
兵
馬

元
帥
を
解
任
せ
し
め
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
巻
二
二
二
、
上
元
元
年
九

月
の
条
に
、

　
　
或
上
言
、
天
下
末
平
、
不
宜
置
邦
子
供
於
敵
地
。
乙
未
、
章
子
供
出
鎬
那
州
。

　
　
党
項
遁
去
。
戊
申
、
制
予
供
統
諸
道
兵
、
自
朔
方
直
取
落
陽
、
選
定
河
北
、

　
　
殷
射
生
英
武
等
禁
軍
及
朔
方
郵
坊
郭
寧
汪
原
諸
造
蕃
漢
兵
共
七
萬
人
、
皆
受

　
　
予
供
節
度
。
制
下
。
旬
日
、
復
鶏
魚
朝
恩
所
説
、
事
竟
不
行
。

と
あ
り
、
子
儀
の
兵
権
を
復
し
、
朔
方
か
ら
落
陽
・
河
北
を
攻
略
せ
し
め
る
制
勅

が
一
旦
は
下
さ
れ
た
が
、
旬
日
に
し
て
朝
恩
に
よ
り
阻
止
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て

い
る
。
更
に
ま
た
、
同
巻
官
憲
元
年
十
月
の
条
に
、

　
　
以
雍
王
法
将
天
下
兵
馬
元
帥
。
早
啓
、
僻
行
。
以
兼
御
史
申
丞
薬
子
昂
・
魏

　
　
剔
将
左
右
廂
兵
馬
使
、
以
申
吉
舎
人
草
少
革
具
判
官
、
給
事
申
李
造
兵
行
軍

　
　
司
馬
。
合
諸
道
節
度
使
及
回
屹
予
防
州
、
追
討
史
朝
義
。
上
欲
以
卵
子
供
将

　
　
法
副
。
程
元
振
・
魚
朝
恩
等
説
之
而
止
。

と
あ
り
、
史
朝
義
征
討
軍
を
編
成
す
る
に
当
た
り
、
予
供
を
副
元
帥
に
任
ぜ
ん
と

し
た
と
こ
ろ
、
程
元
振
・
魚
朝
恩
等
に
よ
り
阻
止
さ
れ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い

　
征
討
軍
の
指
揮
権
が
卵
子
供
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
を
、
魚
朝
恩
が
か
く
も
徹
底

し
て
阻
止
し
た
の
は
、
彼
が
征
討
軍
の
監
軍
た
る
観
軍
容
宣
慰
処
置
使
と
し
て
、

そ
の
軍
政
を
牛
耳
り
、
戦
功
の
独
占
を
図
ろ
う
と
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
つ

ま
り
、
征
討
軍
へ
の
独
占
的
な
影
響
力
の
行
使
を
脅
か
す
存
在
は
徹
底
し
て
排
斥
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し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
魚
朝
恩
は
院
州
迎
凰
の
後
、
天
下
観
軍
容
宣
慰
處
置
使
を
拝
命
し
て
禁

軍
の
統
帥
権
を
掌
握
し
た
の
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
天
下
兵
馬

副
冗
帥
に
任
じ
て
い
た
の
が
朔
方
節
度
使
僕
固
報
恩
で
あ
っ
た
。
『
通
鑑
』
巻
二
二

三
、
廣
徳
元
年
八
月
突
来
の
条
に
、

　
　
懐
恩
、
自
以
兵
興
以
来
、
所
在
力
戦
。
一
門
死
王
事
者
四
十
六
人
、
女
嫁
絶

　
　
域
。
説
諭
回
絃
、
再
収
南
京
。
平
定
河
南
北
、
功
無
興
比
。
百
貨
人
橋
陥
、

　
　
憤
怨
殊
深
。

と
あ
り
、
報
恩
は
大
乱
の
初
め
よ
り
郭
子
儀
の
先
鋒
と
し
て
力
戦
す
る
一
方
、
娘

婿
の
豊
里
可
汗
を
説
い
て
回
屹
の
来
援
を
取
り
付
け
、
官
憲
元
年
に
は
天
下
兵
馬

副
元
帥
を
拝
命
し
、
征
討
軍
を
領
し
て
河
北
・
河
南
を
平
定
し
た
。
安
史
の
乱
平

定
に
お
け
る
功
績
は
郭
子
儀
を
逼
か
に
凌
ぐ
も
の
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
従
っ
て
、

天
下
観
軍
容
宣
慰
處
置
使
と
し
て
禁
軍
を
総
覧
す
る
地
位
に
の
し
上
が
っ
た
魚
朝

恩
自
身
に
し
て
み
れ
ば
、
天
下
兵
馬
副
元
帥
に
し
て
軍
功
右
に
出
る
も
の
な
く
、

し
か
も
回
屹
可
汗
の
罵
で
あ
る
僕
固
憤
怨
は
、
国
内
に
お
け
る
甚
だ
巨
大
な
軍
事

的
対
抗
勢
力
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
『
通
鑑
』
巻
二
二
三
、
廣
徳
二
年
正
月
丙

午
の
条
に
、

　
　
造
機
絞
刑
部
尚
書
顔
流
卿
、
宣
慰
朔
方
行
菅
。
上
之
在
院
也
、
顔
流
卿
請
奉

　
　
詔
召
僕
固
報
恩
、
上
不
許
。
至
是
、
上
分
流
卿
、
説
諭
報
恩
人
朝
。
対
日
、

　
　
陛
下
在
院
、
臣
往
以
忠
義
貴
之
、
使
之
赴
難
、
彼
猶
有
可
来
之
理
。
今
陛
下

　
　
選
言
。
彼
進
不
成
勤
王
、
退
不
能
鐸
衆
。
召
之
、
庸
肯
至
乎
。
且
言
懐
恩
反

　
　
者
、
狸
旱
害
京
・
路
奉
仙
・
李
抱
玉
・
魚
朝
恩
四
人
耳
。
自
緑
草
臣
、
皆
言

　
　
其
任
。
陛
下
不
若
以
卵
子
儀
代
憤
怨
、
可
不
戦
百
服
也
。

と
あ
っ
て
、
顔
流
卿
の
実
否
に
よ
れ
ば
、
朝
廷
に
お
い
て
僕
固
憤
怨
の
叛
状
を
論

じ
立
て
て
い
た
の
は
、
辛
害
京
・
路
奉
仙
・
李
抱
玉
及
び
魚
朝
恩
で
あ
っ
た
と
い

う
。
魚
朝
恩
が
、
既
に
僕
固
報
恩
と
隙
の
あ
る
辛
害
京
・
駱
奉
仙
と
同
調
し
、
憤

怒
を
葬
り
去
ろ
う
と
し
た
の
は
、
上
述
の
彼
の
思
考
回
路
か
ら
す
れ
ば
当
然
な
成

行
き
で
あ
っ
た
。

　
か
く
て
廣
徳
二
年
一
月
、
僕
圃
報
恩
は
連
い
に
叛
し
、
息
子
の
僕
圃
場
を
し
て

大
原
・
楡
次
を
攻
め
し
め
る
が
、
場
は
部
下
に
殺
さ
れ
、
報
恩
は
手
勢
三
百
を
率

い
て
霊
気
に
奔
走
し
た
。
次
い
で
同
年
七
月
、
報
恩
は
回
屹
・
吐
蕃
十
万
を
誘
い

江
原
に
入
冦
し
、
十
月
に
は
楽
天
に
迫
ま
っ
て
、
京
師
を
震
憾
さ
せ
た
が
、
河
西

節
度
使
楊
志
烈
の
霊
気
攻
撃
に
よ
り
、
帰
還
を
已
む
な
く
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
翌

永
奇
万
年
九
月
、
回
屹
・
吐
蕃
・
吐
谷
渾
・
党
項
・
奴
刺
の
蕃
兵
数
十
万
を
擁
し

て
再
び
入
冦
す
る
が
、
濾
に
病
を
発
し
、
霊
武
へ
の
帰
還
の
途
中
、
鳴
砂
に
て
没

し
か
。

　
以
上
、
僕
圃
憤
怨
を
巡
る
一
連
の
事
件
と
魚
朝
恩
・
結
楽
仙
の
関
係
を
詳
細
に

検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
魚
朝
恩
と
略
楽
仙
は
、
廣
徳
元
年
以
降
、
各
々
の
事
情

か
ら
僕
圃
報
恩
と
強
く
対
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
さ
て
、
不
空
が
「
仁
王
経
」
の
翻
訳
を
奏
請
し
た
の
は
、
僕
圃
報
恩
が
謀
叛
の

挙
に
出
で
、
一
旦
は
蕃
漢
の
大
群
を
率
い
て
京
師
に
肉
薄
し
、
朝
廷
を
震
憾
さ
せ

た
廣
徳
二
年
の
翌
年
四
月
で
あ
り
、
報
恩
が
霊
気
に
在
っ
て
入
冦
の
機
を
窺
っ
て

い
た
さ
中
で
あ
っ
た
。
不
空
が
訳
経
の
奏
謝
の
中
で
「
如
来
妙
旨
、
憲
治
生
霊
。

仁
正
賓
義
、
崇
護
国
家
」
と
讃
え
る
如
く
、
「
仁
王
経
」
が
鎮
護
国
家
の
経
典
で
あ

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
不
空
が
こ
の
経
典
を
以
っ
て
防
ご
う
と
し
た
国
難
が
何
で

あ
っ
た
か
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
憤
怒
の
脅
威
に
な
す
術
の
な
か
っ
た
代
宗

が
不
空
の
請
願
を
如
何
に
喜
ん
だ
か
は
、
新
訳
「
仁
王
経
」
に
御
製
の
序
を
賜
っ

た
こ
と
か
ら
も
充
分
窺
わ
れ
る
。
彼
は
直
ち
に
不
空
の
請
願
を
容
れ
る
と
と
も
に
、

訳
経
の
責
任
者
の
人
選
を
行
い
、
使
に
魚
朝
恩
、
副
使
に
結
楽
仙
を
選
ん
だ
。
そ

れ
は
、
先
の
分
析
か
ら
し
て
、
朝
堂
に
在
っ
て
独
り
僕
固
報
恩
の
非
を
鳴
ら
し
て

い
た
両
者
こ
そ
、
こ
の
訳
経
を
取
り
仕
切
る
に
最
も
相
応
し
い
人
物
と
、
代
宗
が

判
断
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
或
は
、
既
に
朝
政
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て

い
た
魚
朝
恩
が
、
自
ら
訳
経
の
統
轄
を
申
し
出
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く

は
な
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
僕
圃
報
恩
に
結
わ
二
連
の
事
件
が
、
魚
朝
恩
・
略
章

仙
と
訳
経
を
結
び
付
け
る
鍵
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
は
無
か
ろ
う
。
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以
上
、
不
空
の
「
仁
王
経
」
翻
訳
に
関
し
、
こ
れ
に
内
宮
が
参
与
し
た
背
景
の

分
析
を
通
し
て
、
訳
経
と
当
時
の
政
治
情
勢
と
の
関
わ
り
を
考
察
し
た
。
そ
の
結

果
、
当
時
の
時
局
と
訳
経
事
業
の
責
任
者
魚
朝
恩
・
駱
奉
仙
の
事
績
か
ら
、
こ
の

訳
経
が
安
史
の
乱
の
余
慾
で
あ
る
僕
同
僚
恩
の
謀
叛
を
背
景
に
、
こ
れ
を
調
伏
す

る
べ
く
挙
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
訳
経
後
の
朝
廷
の
動
向
か
ら
も
充
分
に
窺
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
「
仁
王
経
」
の
翻
訳
は
四
月
の
朔
よ
り
半
月
を
以
っ
て
終
わ
っ
た
が
、
そ
の

年
九
月
、
代
宗
は
資
聖
寺
・
西
明
寺
に
百
高
座
を
設
け
、
「
仁
王
緩
」
及
び
こ
れ
と

前
後
し
て
訳
さ
れ
た
「
密
厳
経
」
を
百
法
師
・
百
大
徳
を
し
て
講
説
さ
せ
た
。
こ

の
析
、
魚
朝
恩
が
六
軍
を
率
い
て
大
内
か
ら
二
経
を
護
送
し
た
こ
と
は
先
に
触
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
時
に
、
僕
国
債
恩
が
回
総
・
吐
蕃
等
数
十
万
の
蕃
兵
を
誘
い

入
冦
し
て
き
た
が
、
代
宗
は
二
寺
の
百
高
座
を
中
止
し
、
西
明
寺
の
法
師
・
大
徳

を
資
聖
寺
に
集
め
て
転
経
行
道
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
資
聖
寺
の
良
賞
等
を
し
て

　
「
仁
王
経
」
・
「
密
栞
経
」
を
講
ぜ
し
め
た
。
護
国
宝
経
の
霊
験
が
然
ら
し
め
た
も

の
か
、
僕
同
信
恵
は
侵
冦
の
途
上
に
わ
か
に
疾
を
発
し
、
痘
武
に
没
し
た
と
い

　
　
　
お
わ
り
に

　
「
仁
王
経
」
の
翻
訳
は
不
空
の
布
教
活
動
の
上
に
一
つ
の
雨
期
を
も
た
ら
し
た
。

不
空
は
大
乱
勃
発
こ
の
方
、
積
極
的
な
朝
廷
工
作
を
展
開
し
て
き
た
が
、
こ
の
訳

経
を
行
っ
た
水
巻
元
年
の
十
一
月
、
代
宗
よ
り
特
進
鴻
櫨
卿
に
除
せ
ら
れ
、
大
慶

賀
不
空
三
蔵
の
号
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
彼
は
僧
籍
に
在
り
な
が
ら
始
め
て
朝
廷
の

官
職
を
授
か
っ
た
の
で
あ
る
。
九
月
に
僕
固
憤
怨
が
急
死
し
て
間
も
な
く
こ
の
授

宮
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
代
宗
が
訳
経
の
意
義
を
高
く
評
価
し
た
こ
と
を
示
唆
す

る
。
彼
は
後
に
開
府
儀
同
三
月
を
拝
し
、
朝
廷
の
品
階
を
極
め
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
特
進
試
演
腱
聯
の
拝
命
は
、
不
空
の
布
教
活
動
上
の
新
た
に
し
て
重
要
な
一

歩
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
註

（
１
）
　
「
法
隆
寺
蔵
『
仁
王
護
國
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
に
関
す
る
覚
書
－
そ
の
Ｉ
Ｉ
」
（
『
別
府

　
　
大
学
博
物
館
研
究
報
告
』
十
三
、
一
九
九
こ
。

（
２
）
　
不
空
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
中
村
裕
一
「
『
代
宗
朝
贈
司
空
大
弁
正
広
智
三
蔵
和
上
表
判

　
　
集
』
解
説
」
（
久
曽
神
昇
編
『
不
空
三
蔵
大
判
集
』
△
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
▽
）
に
網
羅

　
　
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
当
論
文
は
表
題
の
如
く
「
不
空
三
蔵
表
制
集
」
の
解
説

　
　
で
あ
る
が
、
大
興
善
寺
と
不
空
に
つ
い
て
も
詳
細
に
解
説
し
て
い
る
。

（
３
）
　
塚
本
俊
孝
「
中
国
に
お
け
る
密
教
受
容
に
つ
い
て
ー
博
人
期
た
る
善
無
畏
・
金
剛
智
・

　
　
不
空
の
時
代
－
」
（
『
仏
教
文
化
研
究
』
二
、
▽
几
五
二
）
。
山
崎
宏
『
隋
唐
仏
散
史
の
研
究
』

　
　
　
（
法
蔵
院
、
▽
几
六
七
）
第
十
三
章
不
空
三
蔵
。
同
『
中
国
仏
教
・
文
化
史
の
研
究
』
（
法

　
　
蔵
院
、
フ
几
八
ご
第
十
二
章
安
史
の
乱
と
仏
教
界
。
こ
の
内
、
塚
本
論
文
は
善
無
畏
・

　
　
金
剛
智
・
不
空
の
事
績
を
時
系
列
上
に
跡
付
け
る
も
の
で
、
特
に
不
空
の
足
跡
に
つ
い
て

　
　
は
甚
だ
詳
し
い
。

（
４
）
　
『
末
高
僧
博
』
他
の
伝
記
に
よ
れ
ば
、
不
空
は
師
の
金
剛
智
に
随
っ
て
開
元
八
年
に
人

　
　
唐
す
る
が
、
そ
の
後
、
師
の
遺
命
に
よ
り
セ
イ
ロ
ン
・
イ
ン
ド
で
修
行
・
求
法
し
、
大
官

　
　
五
載
（
七
四
六
年
）
に
帰
朝
し
た
。
安
史
の
乱
勃
発
時
に
は
、
河
西
節
度
使
班
舒
翰
の
要

　
　
請
で
彼
の
地
で
布
教
活
動
を
行
っ
て
い
た
が
、
天
官
十
五
載
（
七
五
五
年
）
京
師
に
還
り

　
　
大
興
善
寺
に
入
っ
た
。
至
徳
元
年
（
七
五
六
年
）
玄
宗
が
蜀
に
蒙
塵
し
、
爾
宗
が
吉
武
に

　
　
即
位
す
る
と
、
密
か
に
爾
余
に
表
を
奉
り
起
居
を
尋
ね
、
ま
た
爾
宗
も
密
使
を
送
り
秘
密

　
　
法
を
求
め
た
と
い
う
。
至
徳
二
年
（
七
五
七
半
）
京
師
が
回
復
さ
れ
、
爾
宗
が
入
京
す
る

　
　
や
、
不
空
は
直
ち
に
表
を
上
せ
帝
の
帰
還
を
祝
賀
し
た
。

　
　
　
こ
れ
以
降
、
不
空
は
屡
々
上
奏
を
行
い
、
朝
廷
に
対
し
積
極
的
な
働
き
か
け
を
行
っ
た

　
　
が
、
そ
れ
ら
は
西
明
寺
沙
門
円
照
の
撰
し
た
『
不
空
三
蔵
表
制
集
』
に
纒
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
こ
の
『
表
制
集
』
に
は
不
空
の
上
表
を
始
め
、
そ
れ
に
対
す
る
皇
帝
の
制
書
や
所
轄
官
庁

　
　
で
あ
る
司
郎
か
ら
の
牒
な
ど
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
今
、
『
表
制
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る

　
　
爾
宗
朝
の
文
書
を
挙
げ
て
み
る
と
、
「
賀
収
復
西
京
表
」
爪
賀
収
復
東
京
表
」
・
「
賀
上
皇

　
　
還
京
表
」
六
謝
恩
賜
杏
陳
請
表
」
・
「
請
接
接
天
下
焚
火
修
羅
翻
揮
制
書
」
六
割
註
接
梵
天

　
　
司
郎
告
牒
」
・
「
賀
冊
皇
后
張
氏
表
」
六
割
許
翻
譚
経
綸
司
郎
告
牒
」
・
「
進
虎
傀
像
井
焚
書
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随
求
高
言
状
」
・
「
錆
竹
興
書
寺
置
潅
頂
道
場
状
」
・
「
行
燈
寺
修
功
徳
制
書
」
の
十
一
件
が

　
　
数
え
ら
れ
る
。
次
い
で
代
宗
朝
に
入
る
と
、
永
奏
元
年
の
「
仁
王
経
」
翻
訳
の
奏
請
ま
で

　
　
に
四
件
、
大
冊
九
年
（
七
七
四
年
）
の
不
空
入
寂
ま
で
に
七
十
一
件
が
確
認
さ
れ
る
。
至

　
　
徳
二
年
か
ら
大
暦
九
年
ま
で
の
十
七
年
間
に
八
十
二
件
、
年
間
約
五
件
の
朝
廷
と
の
交
渉

　
　
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
不
空
と
朝
廷
と
の
結
び
付
き
の
深
さ
が
知
れ
る
。

（
５
）
　
註
（
４
）
に
触
れ
た
如
く
、
雄
武
に
即
位
し
た
粛
宗
へ
の
上
表
や
京
師
回
復
直
後
の
上
表

　
　
等
は
そ
の
例
で
あ
る
。
ま
た
、
党
項
が
京
師
に
迫
り
（
正
月
）
、
史
思
明
か
東
京
を
陥
し
か

　
　
　
（
閏
四
月
）
乾
元
三
年
の
閑
四
月
十
四
日
に
宮
苑
都
巡
検
禦
侮
校
尉
有
内
率
府
率
員
外
置

　
　
同
正
員
賜
紫
金
魚
袋
内
飛
龍
使
史
元
珍
か
不
空
を
し
て
大
興
善
寺
に
潅
頂
道
場
を
修
す
る

　
　
こ
と
を
奏
請
し
て
い
る
が
、
こ
の
史
元
首
は
不
空
第
一
の
俗
弟
子
で
あ
る
と
い
う
（
註
（
３
）

　
　
塚
本
論
文
）
。
更
に
ま
た
、
吐
蕃
が
京
師
に
侵
冦
し
、
代
宗
が
浹
州
に
蒙
塵
し
た
廣
徳
元
年

　
　
十
月
の
翌
月
十
四
日
（
既
に
吐
蕃
は
京
師
か
ら
撤
退
）
、
不
空
は
国
の
為
に
濯
頂
道
場
を
置

　
　
く
こ
と
を
奏
請
し
て
い
る
。
史
元
珍
の
言
に
「
度
災
禦
難
の
法
は
、
秘
密
大
乗
に
過
ぎ
ず
、

　
　
大
乗
の
門
は
潅
頂
を
最
と
為
す
」
と
あ
り
、
潅
頂
は
「
度
災
禦
難
」
の
最
上
の
法
で
あ
る

　
　
と
い
う
（
『
貞
元
新
定
樺
教
目
録
』
巻
十
五
、
不
空
翻
経
の
項
）
。
こ
れ
ら
の
事
実
も
不
空

　
　
の
機
を
見
る
に
敏
な
活
動
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

（
６
）
　
註
（
３
）
の
諸
研
究
。

（
７
）
　
写
真
は
宇
佐
風
上
記
の
丘
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
の
も
の
を
、
許
可
を
得
て
転
載
し
た
。

（
８
）
　
『
貞
元
新
定
秤
教
目
録
』
所
載
の
記
事
は
、
1
9
の
経
生
程
華
と
2
0
の
装
満
穏
文
晟
を
欠

　
　
く
ｙ
ｙ
一
、
1
8
の
校
勘
の
崇
福
寺
沙
門
超
順
を
義
秀
と
し
て
い
る
こ
と
を
除
け
ば
、
肩
書
、

　
　
姓
名
と
も
ほ
ぼ
訳
場
列
位
と
同
じ
で
あ
る
。
写
経
に
は
判
読
不
明
な
文
字
が
幾
つ
か
あ
っ

　
　
た
が
、
そ
れ
ら
は
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
補
っ
た
。

（
９
）
　
魚
朝
恩
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
馬
奉
献
・
場
利
益
は
そ
の
宮
職
名
よ
り
内
宮
と
知
れ

　
　
る
。
駱
奉
仙
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
述
べ
る
が
、
『
唐
書
』
に
伝
か
お
り
、
そ
の
記
述
内

　
　
容
か
ら
内
宮
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
1
0
）
　
増
谷
文
雄
「
中
国
人
の
仏
教
受
容
」
十
九
仏
教
経
典
の
翻
訳
（
『
増
谷
文
雄
著
作
集
』

　
　
一
東
洋
思
想
、
△
角
川
書
店
▽
）
。

茸
）
　
『
貞
元
所
定
鐸
教
目
録
』
、
『
大
唐
故
三
蔵
玄
奘
法
師
行
状
』
、
『
大
悠
悠
寺
三
蔵
法
師
博
大

-ヽ-ヽ---

　
　
『
績
高
僧
侍
』
、
『
末
高
僧
溥
』
。

1
2
）
　
史
料
中
の
官
僚
の
言
説
で
、
ほ
ぼ
一
様
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
職
事
官
で
あ
る
の
で
、

　
職
事
官
の
品
位
を
基
準
に
し
た
。
た
だ
、
表
に
あ
る
如
く
職
事
官
の
記
載
の
な
い
も
の
も

　
あ
り
、
そ
の
場
合
は
、
敵
営
次
い
で
爵
位
・
勲
官
の
順
で
、
そ
の
品
位
を
取
っ
た
。

1
3
）
　
訳
経
に
参
与
し
た
官
僚
の
訳
経
上
の
役
職
を
見
る
と
、
「
参
助
詮
定
」
、
「
紺
知
監
護
」
、

　
　
「
看
閲
・
潤
色
」
、
「
監
護
」
、
「
潤
文
正
字
」
、
「
次
文
潤
色
」
、
「
潤
色
」
な
ど
と
様
々
で
あ

　
　
る
が
、
整
理
す
る
と
概
ね
監
復
職
と
潤
色
（
文
）
職
に
大
別
で
き
よ
う
。
監
護
は
そ
の
名

　
　
称
か
ら
判
断
し
て
、
訳
経
事
業
の
統
轄
・
運
営
に
当
た
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
潤
色

　
　
（
文
）
は
訳
主
に
次
ぐ
重
要
な
職
で
、
南
面
し
て
衆
僧
を
掌
っ
た
と
い
い
、
そ
の
職
務
は

　
　
文
章
と
し
て
経
典
の
表
現
を
整
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
（
註
（
1
0
）
増
谷
文
献
）
。
か
か

　
　
る
監
護
や
潤
色
の
職
務
内
容
か
ら
し
て
、
そ
の
様
な
役
職
に
は
然
る
べ
き
地
位
乃
至
は
字

　
　
識
を
備
え
た
人
材
、
或
は
そ
れ
を
兼
ね
備
え
た
人
材
が
求
め
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

1
4
）
　
『
貞
元
新
定
祥
敵
目
録
』
第
十
二
、
紺
染
群
経
録
上
之
十
二
、
玄
奘
翻
経
の
項
。
同
様

　
　
の
内
容
の
話
は
、
前
掲
の
『
大
唐
故
三
蔵
玄
奘
法
師
行
状
』
、
『
大
慈
恵
寺
三
蔵
法
師
博
』

　
　
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

1
5
）
　
『
貞
元
新
定
祥
教
目
録
』
第
十
五
の
不
空
翻
経
の
項
に
は
「
勅
於
大
明
言
南
挑
園
翻
譚
。

　
　
起
白
月
朔
終
乎
月
望
。
於
水
明
殿
潅
頂
道
場
、
御
執
著
総
計
漬
新
本
」
と
あ
り
、
内
道
場

　
　
は
こ
の
南
桃
園
に
設
け
ら
れ
て
い
た
如
く
で
あ
る
。
ま
た
、
潅
頂
道
場
は
内
道
場
と
は
別

　
　
で
、
承
明
殿
に
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

1
6
）
　
中
村
元
／
笠
原
一
男
／
金
岡
秀
友
監
修
・
編
集
『
ア
ジ
ア
仏
教
史
・
中
国
編
Ｉ
漢
民

　
　
族
の
仏
教
』
第
六
章
隋
・
唐
の
国
家
統
一
と
仏
教
（
佼
成
出
版
社
、
一
九
七
五
）
。

（
1
7
）
　
『
元
和
郡
絲
志
』
巻
一
、
関
内
道
一
、
京
兆
府
の
項
。

（
1
8
）
　
註
（
３
）
の
山
崎
宏
氏
論
文
前
者
。

（
1
9
）
　
代
宗
は
「
仁
王
経
」
及
び
こ
れ
と
相
前
後
し
て
訳
さ
れ
た
「
密
厳
経
」
に
そ
れ
ぞ
れ
御

　
　
製
の
序
を
賜
っ
た
。
両
者
と
も
『
全
唐
文
』
巻
四
八
に
収
録
さ
れ
て
い
る
（
「
新
翻
護
同
仁

　
　
王
般
若
緩
序
」
、
「
密
殿
経
序
」
）
。

（
2
0
）
　
魚
朝
恩
が
仏
教
に
帰
依
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
逸
話
と
し
て
、
『
著
唐
書
』
巻
一
八
四
の

　
　
朝
恩
伝
に
、
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太
暦
二
年
、
朝
恩
厭
連
化
門
外
賜
荘
具
寺
、
以
資
章
敏
太
后
冥
福
。
但
請
以
章
敬
具

　
　
　
　
名
。
復
加
興
造
、
窮
極
壮
麗
。
以
城
中
材
木
不
足
充
費
、
乃
奏
壊
曲
江
亭
館
・
華
清

　
　
　
　
官
観
樗
及
百
則
行
麻
・
将
相
没
官
宅
、
給
共
用
上
木
之
役
。
僅
途
萬
億
。

　
　
と
あ
っ
て
、
朝
恩
は
章
敬
太
后
の
冥
福
を
弔
う
為
、
通
化
門
外
の
賜
荘
を
寺
院
に
改
築
し
、

　
　
寺
名
に
章
敏
の
名
を
請
い
賜
わ
っ
た
こ
と
、
建
築
資
材
に
こ
と
欠
い
た
た
め
、
奏
請
し
て

　
　
曲
江
・
華
清
他
の
楼
閣
を
始
め
、
百
官
の
庁
舎
や
没
官
し
た
高
官
の
家
屋
を
解
体
し
、
そ

　
　
の
資
材
に
充
て
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

［
9
1
］
）
　
魚
朝
恩
は
『
薔
唐
書
』
巻
一
八
四
と
『
唐
書
』
巻
一
三
二
に
専
伝
が
あ
る
が
、
倍
率
仙
は
専

　
　
伝
を
も
た
ず
、
『
唐
書
』
巻
コ
ェ
ニ
の
程
元
振
伝
に
附
伝
さ
れ
て
い
る
。
表
３
は
主
に
こ
れ

　
　
ら
の
列
伝
に
よ
っ
て
作
成
し
、
時
代
背
景
を
示
す
事
実
若
干
を
後
掲
表
４
よ
り
補
っ
た
。

（
2
2
）
　
表
４
は
『
資
治
通
載
』
に
よ
り
作
成
し
た
。
表
の
右
端
の
出
典
の
欄
は
、
『
通
載
』
の
巻

　
　
数
で
あ
る
。
時
代
背
景
が
わ
か
る
よ
う
僕
固
憤
恩
関
係
以
外
の
時
局
の
記
事
も
採
録
し
た
。

　
　
な
お
、
僕
固
憤
怒
関
係
の
記
事
は
ゴ
チ
ッ
ク
で
表
記
し
て
い
る
。

（
2
3
）
　
表
３
の
倍
率
仙
の
事
績
を
参
照
。

（
2
4
）
　
前
掲
『
通
載
』
巻
二
二
二
、
賛
意
元
年
十
月
の
記
事
に
も
あ
る
如
く
、
一
般
的
に
言
っ

　
　
て
、
天
下
兵
馬
元
帥
に
は
皇
帝
の
名
代
と
し
て
皇
族
が
任
ぜ
ら
れ
る
が
、
そ
の
役
割
は
征

　
　
討
軍
の
権
威
を
象
徴
す
る
に
過
ぎ
ず
、
軍
の
実
際
上
の
指
揮
権
は
、
安
史
の
乱
の
場
合
で

　
　
い
う
と
、
郭
子
儀
・
李
光
弼
、
そ
し
て
こ
の
僕
固
憤
恩
な
ど
の
有
力
武
将
の
任
じ
る
兵
馬

　
　
副
元
帥
が
掌
握
し
て
い
た
。

（
2
5
）
　
『
不
空
三
蔵
表
制
集
』
巻
一
、
「
請
再
拝
仁
玉
総
割
書
一
首
」
。
な
お
、
こ
の
奏
請
は
『
貞

　
　
元
新
定
憚
教
目
録
』
巻
十
五
の
不
空
翻
経
の
項
に
も
採
録
さ
れ
て
い
る
。

（
2
6
）
　
訳
経
後
の
朝
廷
の
コ
浬
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
『
貞
元
新
定
祥
敏
目
録
』
巻
十
五
・
十
六

　
　
の
不
空
翻
経
の
項
に
よ
っ
た
。

（
2
7
）
　
『
連
載
』
（
巻
二
二
三
）
に
よ
る
と
、
憤
恩
は
疾
を
発
し
た
後
、
霊
武
へ
の
帰
途
、
鴫
沙

　
　
県
に
て
没
し
た
と
い
う
。
表
４
を
参
照
の
こ
と
。

（
2
8
）
　
『
不
空
三
蔵
表
制
集
』
巻
一
、
「
拝
不
空
三
蔵
特
進
試
鴻
櫨
卿
兼
贈
号
制
書
一
首
」
。
な

　
　
お
、
『
貞
元
新
定
鐸
敏
目
録
』
（
巻
十
六
）
や
『
末
高
僧
傅
』
等
の
不
空
の
伝
記
に
も
見
え

（
2
9
）
　
『
不
空
三
滅
失
制
集
』
巻
二
、
「
加
開
府
及
封
粛
國
公
制
一
首
」
。
な
お
、
『
貞
元
新
定
祥

　
　
教
目
録
』
（
巻
十
六
）
や
『
宋
高
僧
博
』
等
の
不
空
の
伝
記
に
も
見
え
る
。

（
補
註
）

　
　
唐
中
期
以
降
、
律
令
官
制
の
機
能
低
下
に
と
も
な
い
、
内
廷
に
お
い
て
も
令
外
の
官
が
生

　
じ
、
そ
れ
ら
は
や
が
て
外
廷
政
治
に
も
深
く
関
与
し
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
中
央
の
官
職
で

　
言
う
と
、
魚
朝
恩
の
任
じ
た
観
軍
容
宜
慰
處
置
使
や
柳
密
使
或
は
内
語
句
使
な
ど
が
そ
れ
に

　
当
た
り
、
観
軍
容
宣
慰
處
置
使
は
禁
軍
を
統
轄
し
、
頷
密
使
は
皇
帝
と
外
廷
を
仲
介
す
る
こ

　
と
で
国
家
の
機
密
に
与
り
、
内
諸
岡
使
は
唐
末
に
及
ん
で
外
廷
省
寺
の
諸
業
務
を
侵
奪
し
た
。

　
ま
た
、
地
方
の
官
職
で
は
駱
奉
仙
の
任
じ
た
監
軍
使
が
そ
れ
で
、
各
藩
鎮
に
派
遣
さ
れ
、
藩

　
帥
の
軍
政
を
監
督
し
た
。

　
　
そ
も
そ
も
内
宮
は
皇
帝
の
家
産
官
僚
的
存
在
で
あ
り
、
ま
た
彼
ら
の
任
じ
た
こ
れ
ら
令
外

　
の
涜
職
の
任
命
権
は
皇
帝
に
属
し
て
い
た
か
ら
、
政
治
の
表
舞
台
に
お
け
る
こ
の
様
な
内
宮

　
の
役
割
増
大
は
、
国
政
運
営
に
お
け
る
皇
帝
の
影
響
力
の
増
大
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
小
論
で
扱
っ
た
「
仁
王
経
」
翻
訳
を
め
ぐ
る
内
宮
の
動
向
も
、
唐
中
期
以
降
の
か
か
る
政
治

　
の
潮
流
を
背
景
に
派
生
し
て
き
た
現
象
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

－ - 一28
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